「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間を指します。」

→　「労働からの解放が保障されているか否か？」

１、電話当番
顧客からの問い合わせに備えて、昼の休憩時間に交替で電話当番を決めて、その人が職場で休みを取りつつ、電話番をする場合、労働から解放が保障されていないので労働時間です。

※「手待時間」～電話当番のように、実際の作業をしていなくとも、業務の必要性が生じれば直ちに実作業にいれるように待機している時間。

（例）すし屋の店員が休憩時間について午前１０時から午後１２時頃までの間に、客がいないときに適宜にとるという合意をしたが、客が来店すれば即時に業務に従事しなければならないので、この時間帯は休憩時間とはいえず、手待時間とされています。

２、仮眠時間
　　ビル管理業務など、長時間勤務をさせる場合、その途中に仮眠時間を与える場合。

ビル内の仮眠室待機、警報や電話等に対し直ちに所定の対応を義務付けていた事案で、実作業は必要性が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがなされていないと認めるような事情が存しなければ、仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働時間である。

３、健康診断
　一般健康診断は労働時間でないが、特殊健康診断は労働時間である。

※特殊健康診断は、業務に密接に関連するので！

※「特殊健康診断」とは

　（１）、有害業務従事者に対する特別項目についての健康診断

　　　事業者は、一定の有害の業務に従事する労働者に対し、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。

　　①「高圧室内作業」及び「潜水業務」、②「放射線業務」、③「特定化学物質等を製造若しくは取り扱う業務又は製造禁止物質を試験研究のため製造若しくは使用する業務」、④「鉛業務」、⑤「四アルキル鉛等業務」、⑥「室内作業場等において有機溶剤を製造又は取り扱う業務」

  （２）有害業務に従事させたことのある者についての特殊健康診断

　　　事業者は、一定の有害な業務に従事させたことのある労働者で、現に使用している者に対し、６か月（一定のものは１年）以内ごとに１回、定期に、医師による特別項目についての健康診断を行わなければならない。

　　※対象となる有害物は、ベンジジン及びその塩、アモサイト、クロシドライトその他発ガン性物質、がん原性物質その他である。

４、出張先への移動時間

例えば、東京勤務の労働者が大坂支店での始業時からの会議参加のため、早朝に出張に行く場合、出張に伴う移動時間は労働時間ではない。

※「拘束時間中の自由時間」ないし「通勤の延長」と考えられるので！

※裁判例・「張の際の往復に要する時間は、労働者は日常の出勤に費やす時間と同一であると考えるから、所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こりえない。」

※行政解釈「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外休日労働として取り扱わなくても差し支えない。」

　

（注意）

　「物品の監視等別段の指示」が有る場合は、労働時間と取り扱う。

※「拘束時間」=「所定労働時間＋休憩時間」、「実労働時間＋休憩時間」

　「実労働時間」＝「所定労働時間＋残業時間」
